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　国民年金に加入している間などに、病気やケガなど
で障害の状態になったときに受給することができる年
金です。
　障害の程度や子　の数によって年金額が異なります。

障害の程度が１級のとき　年額　 99 万 100 円

障害の程度が２級のとき　年額　 79 万 2100 円

納付要件　を満たしている人が
●国民年金の加入中に初診日がある病気やケガで国民
　年金法で定められた「１級」「２級」の状態となっ
　たとき（※身体障害者手帳の等級とは基準が違いま
　す）
●以前に被国民年金保険者だった人でも、日本に住ん
　でいる 60 歳以上 65 歳未満の間に初診日がある病
　気やケガで、障害の状態となったとき
● 20歳前に初診日がある病気やケガで障害の状態と
　なったとき

住民課　☎ 932-1151（内線 119 番）

障害基礎年金のご案内

歴史民俗資料館　☎ 932-6312

歴史民俗資料館出張展示を行います

　歴史民俗資料館では、同館に収蔵する約１万点も
の資料を活用するため、町立図書館に展示する出張
展示を次のとおり行なっています。
　図書館にお越しの際は、展示品をご覧いただき須
恵町の歴史や昔の暮らしを感じてください。
●展示場所　須恵町立図書館
●展示資料　炭坑関係資料および展示解説パネル
・採掘関係資料　削岩機、キャップランプ、起爆装
　置、石炭、練炭、豆炭
・須恵の炭坑関係資料　雑誌「新原」、海軍炭坑表札、
　古写真、絵図
●展示期間　約２か月で展示品を入れ替えます。

上下水道課　☎ 932-1151（内線 233 番）

水道開閉栓のご案内

　須恵町では、引越しなどによる土・日、祝日の水
道の開閉栓業務は行なっていません。
　水道の使用を開始、または休止される場合は、事
前に役場が開庁している時間内に印鑑を持参して手
続きをしてください。手続きが終了後、役場開庁時
間内で水道の開閉栓作業を行います（役場閉庁時に
水道の開閉栓を希望した場合は、翌開庁日の開閉栓
作業になります。開庁時間は、平日の８時 30分か
ら 17時 15分までです）。
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町の人口
平成 19年９月１日現在 

（　）＝前月比
●男　性　12,667 人（＋ 25）
●女　性　13,175 人（＋ 19）
●合　計　25,842 人（＋ 44）
●世帯数　 9,357 戸（＋ 23）

福祉課　☎ 932-1151（内線 123 番）

沖縄地域戦没者追悼式の
お知らせ

　先の大戦における、沖縄地域での本県出身の戦没
者および一般戦災死没者の方々に対し、次のとおり
追悼式を実施します。
●実 施 日　平成 20年１月 24日（木）・25日（金）
●場　　所　沖縄県糸満市「福岡の慰霊の塔」前
●主　　催　福岡県
●募集人員　30人
●参加資格
・先の大戦における沖縄地域での本県出身の戦没者
　および一般戦災死没者の配偶者、父母、子および
　兄弟姉妹で本県に在住する人
・過去に参加したことがない人
・全行程に十分耐えられる体力を有し、団体行動が
　とれる人
●参 加 費　県が一部を補助します。差額は本人負
　担です。
●申込み締切り　11月１日（木）
●申込み先　役場福祉課

子ども教育課　☎ 932-1151（内線 245 番）

第三ビスケットクラブ指導員募集

●資　格　小学校教諭または保育士資格をお持ちの方
　（資格をお持ちでない方も相談ください。）
●時　間　
・月曜日～金曜日　14：00～ 17：00
・日、祝日を除く休校日　9：00～ 17：00
●賃　金　800 円／時間
●申込み・問合せ先
　須恵第三ビスケットクラブ　☎ 935 - 5109

総務課　☎ 932-1151（内線 321 番）

10 月は秋の行政相談週間です

　10月 15日（月）から 21日（日）までの一週間は、
全国一斉に「秋の行政相談週間」が実施されます。
　毎日の生活の中で、国や県、市町村などの行政に
対する苦情や意見、要望はありませんか。要望や意
見は、公平中立な第三者的な立場で聴き、その一つ
ひとつについて問題の解決や促進を図るとともに、
行政の改善に反映させていく、それが行政相談です。
本町では、毎月第一木曜日に合同相談所（行政・人権・
心配ごと）を開設しています。相談は無料で、秘密
は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
●合同相談所
・日　時　毎月第一木曜日　13：00～ 16：00
・場　所　福祉センター
●行 政 相 談 委 員　小林 正利氏　☎ 932 - 3759
●人 権 擁 護 委 員　東　 紀子氏　☎ 932 - 4081
●心配ごと相談委員　田中 孝子氏　☎ 933 - 0315

※１

※２

※１【子による加算】
　子とは、18歳になる年度の末日を迎えていない子か、20歳未満で障害の状態が１級・２級の子のことをいう。
　子の数によって加算額が違います
　　１人目・２人目（年額）各 22万 7900 円
　　３人目以降　　  （年額）各 7万 5900 円
※２【納付要件】　①と②のうち、どちらかを満たしていること

①初診日（死亡日）の前
　日において、a+b+c の
　期間が加入期間の３分
　の２以上あること

②初診日（死亡日）の前
　日において、前々月ま
　での過去１年間に未納
　が無いこと

加入開始
　▼
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　▲
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過去 1年間に未納が無い

前々月

詳しくは…
　東福岡社会保険事務所
　　☎ 651 - 7129

須恵町役場  住民課  国民年金係
　☎ 932 - 1151

※他にも初診日の要件・障害の状態の要件などもあります。
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